
定
例
会

9月
定
例
会
平
成
27
年

第

4

回

　

９
月
定
例
会
は
、
９
月
２
日
か
ら
28
日
ま

で
の
27
日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、「
三
条
市
個
人
番
号

の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
制
定
」
な
ど
の
条

例
案
件
、「
保
内
地
区
交
流
拠
点
施
設
庭
園

生
活
館
建
設
建
築
本
体
工
事
請
負
契
約
の
一

部
変
更
」、
大
崎
中
学
校
区
小
中
一
体
校
建

設
事
業
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
の
本
調
査
お

よ
び
旧
第
一
中
学
校
跡
地
の
耐
震
性
貯
水
槽

設
置
工
事
に
お
け
る
軟
弱
地
盤
に
対
す
る
施

工
方
法
の
変
更
に
伴
う
工
事
請
負
費
の
増
額

な
ど
約
５
億
９
２
０
０
万
円
を
盛
り
込
ん
だ

「
平
成
27
年
度
三
条
市
一
般
会
計
補
正
予
算
」

な
ど
20
件
が
上
程
さ
れ
、
小
中
一
体
校
施
設

整
備
費
の
工
事
請
負
費
を
削
除
し
た
「
平
成

27
年
度
三
条
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
対
す

る
修
正
案
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
修
正
案
は
否
決
さ
れ
、
そ

の
他
は
原
案
の
と
お
り
可
決
、
同
意
、
承
認

ま
た
は
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
請
願
の
採
択
に
伴
い
、
国
会
お

よ
び
関
係
行
政
庁
へ
意
見
書
を
提
出
し
ま

し
た
。

● ● ● ● ● ● ● ●   議 案 賛 否 一 覧 表   ● ● ● ● ● ● ● ●

↖3ページへ続く

○：議案に対して賛成　×：議案に対して反対

会派名　  　 
（下段は所属議員数）

議　　案

自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

新
政
ク
ラ
ブ

公
明
党
議
員
団

議

決

結

果区分 番号 件　　　　名 概　　　　要 8 5 4 3 3 2

〔市長提出〕

条
　
　
　
　
　
　
　
例

議第１号 三条市個人番号の利用に関する条
例の制定について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施
行に伴い、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するもの
施行期日：平成28年1月1日

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第２号 三条市個人番号カードの利用に関す
る条例の制定について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施
行に伴い、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定
するもの　施行期日：平成28年1月1日

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第３号 三条市個人情報保護条例の一部改
正について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施
行に伴い、特定個人情報等の取り扱いに関し必要な事項を定めるため、必要な改
正を行うもの　施行期日：平成28年1月1日等

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第４号 三条市情報公開・個人情報保護制度
審議会条例の一部改正について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施
行に伴い、特定個人情報保護評価の事務について、一定の場合に学識経験のあ
る者等の意見を聴くこととされたことから、当該事務に係る審議を審議会の所掌
事項とするため、必要な改正を行うもの　施行期日：公布の日

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第５号 三条市職員の再任用に関する条例
等の一部改正について

地方公務員等共済組合法および厚生年金保険法の一部改正に伴い、条例におい
て引用するこれらの法律の規定が改正されることから、必要な改正を行うもの
施行期日：平成27年10月1日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第６号 三条市手数料条例の一部改正につ
いて

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施
行に伴い、個人番号の通知カードおよび個人番号カードの再交付手数料を定め
るため、必要な改正を行うもの。また、住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民
基本台帳カードの交付事務が廃止されることから、当該事務に係る手数料を定
める規定について、必要な改正を行うもの　施行期日：平成27年10月5日等

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第７号 三条市立保育所条例の一部改正に
ついて

老朽化した須頃保育所を移転改築するため、必要な改正を行うもの
施行期日：平成27年10月5日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第８号 三条市印鑑条例の一部改正について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施
行に伴い、住民基本台帳カードに代わるものとして個人番号カードを交付するこ
とから、当該カードを印鑑登録証として利用できるようにするため、必要な改正
を行うもの　施行期日：平成28年1月1日

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第９号 三条市住民基本台帳カードの利用に
関する条例の廃止について

住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民基本台帳カードの交付事務が廃止され
ることから、必要な経過措置を設けた上で、条例を廃止するもの
施行期日：平成28年1月1日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

そ
の
他

議第10号 市道路線の認定及び廃止について 認定路線　6路線　実延長　1,226.2ｍ
廃止路線　1路線　実延長　1,192.4ｍ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第11号
保内地区交流拠点施設庭園生活館
建設建築本体工事請負契約の一部
変更について

杭長の変更による工事請負費の増額
変更前契約額	 2億5,153万2,000円
変更後契約額	 2億5,453万4,400円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

予
　
　
算

議第12号 平成２７年度三条市一般会計補正
予算

大崎中学校区小中一体校建設事業における埋蔵文化財の本調査や旧第一中学
校跡地の耐震性貯水槽設置工事などに要する経費の増額
補正額　	 4億3,575万3,000円
補正後の額	 460億2,723万2,000円

○ ○ ○ × ○ ○ 原案
可決

議第13号 平成２７年度三条市国民健康保険事
業会計補正予算

平成26年度の療養給付実績による国庫負担金等の償還金の追加
補正額　　　	 1億1,516万2,000円
補正後の額　	 113億6,569万8,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第14号 平成２７年度三条市介護保険事業
特別会計補正予算

平成26年度の介護給付実績による国庫負担金等の償還金の追加および平成26
年度決算に伴う剰余金の基金への積み立て
補正額　	 3億3,455万8,000円
補正後の額	 94億6,915万8,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

会派名　  　 
（下段は所属議員数）

議　　案

自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

新
政
ク
ラ
ブ

公
明
党
議
員
団

議

決

結

果区分 番号 件　　　　名 概　　　　要 8 5 4 3 3 2

そ
の
他
議第15号 平成26年度三条市水道事業会計未

処分利益剰余金の処分について

地方公営企業法第32条第2項の規定により、平成26年度三条市水道事業会計
未処分利益剰余金を処分するもの
１　当年度未処分利益剰余金	 	 3,945万3,668円
２　利益剰余金処分額
							利益積立金　　　　	 　	 3,945万3,668円
３　翌年度繰越利益剰余金　　	 	 0円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

予
　
　
算

議第16号 平成27年度三条市一般会計補正予
算

民間事業者が行う地域密着型特別養護老人ホーム等の整備に対する補助金お
よび寄付採納に伴う奨学基金への積み立て
補正額　　　　　	 1億5,633万円
補正後の額　	 461億8,356万2,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第17号 平成27年度三条市水道事業特別会
計補正予算

新潟県が行う月岡地内遊水地整備に係る道路改良工事に伴い、配水管の移設を
行う経費の増額
補正額　　　　	 8,300万円
補正後の額　　	 11億749万6,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

専
決
処
分
報第１号

専決処分報告について
（損害賠償の額の決定及び和解につ
いて）

市委託事業者による物的損害に係る損害賠償の額を決定し、和解するもの
損害賠償の額　	 250万9,299円
専決処分した日：平成27年７月21日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

決
　
　
算

認 定
第 １ 号

平成26年度決算の認定について
(三条市一般会計及び各特別会計）

一般会計決算額　支出　	 	 501億9,691万2,490円
特別会計決算額　支出	 	 228億478万36円 ○ ○ ○ × ○ ○ 認定

認 定
第 ２ 号

平成２６年度決算の認定について
(三条市水道事業会計）

収益的収支決算額　支出	 	 20億4,466万341円
当年度純利益　	 	 3,945万3,668円
有収率　　　　　　　　　　　	 	 88.7％

○ ○ ○ ○ ○ ○ 認定

〔議員発案〕
議員発案
第 1 号

三条市議会会議規則の一部改正に
ついて

議会および委員会の欠席要件ならびに議事の記録方法の見直しを行うため、必
要な改正を行うもの　施行期日：公布の日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議員発案
第 ２ 号

野嵜久雄議員に対する議員辞職勧
告決議について

宅地建物取引業の免許取り消しに伴い、自らの意思により議員を辞職するよう求
めるもの 投票採決別表のとおり 否決

議員発案
第 ３ 号

学費と教育条件の公私間格差是正
に向け、私立高校への助成の増額・
拡充を求める意見書の提出について

私立高校への就学支援金制度などを拡充するよう要望する意見書を提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議員発案
第 ４ 号

学費と教育条件の公私間格差是正
に向け、私立高校への助成の増額・
拡充を求める意見書の提出について

私立高校への就学支援金制度などを拡充するよう要望する意見書を提出するも
の　提出先：新潟県知事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

〔請　　願〕
請 願
第 1 2 号

私学助成の増額・拡充を求める請願 高校における学費と教育条件の公私間格差を是正するため、私学助成の増額・
拡充を求めるもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

全
議
案
原
案
の
と
お
り
決
定

● ● ● ● ● ● ● ●   会 派 所 属 議 員   ● ● ● ● ● ● ● ●
自 由 ク ラ ブ ○久住　久俊　　　　佐藤　和雄　　　　下村　喜作　　　　阿部銀次郎　　　　熊倉　　均

　武石　栄二　　　　森山　　昭　　　　野嵜　久雄
新 し い 風 ○名古屋　豊　　　　杉井　　旬　　　　岡田　竜一　　　　酒井　　健　　　　河原井拓也
自 民 ク ラ ブ ○西川　重則　　　　横山　一雄　　　　佐藤　宗司　　　　山田　富義
日 本 共 産 党 議 員 団 ○小林　　誠　　　　武藤　元美　　　　坂井　良永
新 政 ク ラ ブ ○髙坂登志郎　　　　長橋　一弘　　　　伊藤　得三
公 明 党 議 員 団 ○野崎　正志　　　　笹川　信子

※○：会派の代表者

　会派名  自由クラブ 新しい風

　　  氏名

議案  　　

久
住
久
俊

佐
藤
和
雄

下
村
喜
作

阿
部
銀
次
郎

熊
倉
　
均

武
石
栄
二

森
山
　
昭

野
嵜
久
雄

名
古
屋
　
豊

杉
井
　
旬

岡
田
竜
一

酒
井
　
健

河
原
井
拓
也

議員発案
第 ２ 号 × × × × × × ※1 ※2 × × × × ×

投票採決の状況

　会派名  自民クラブ 日本共産党
議員団 新政クラブ 公明党

議員団
　　  氏名

議案  　　

西
川
重
則

横
山
一
雄

佐
藤
宗
司

山
田
富
義

小
林
　
誠

武
藤
元
美

坂
井
良
永

髙
坂
登
志
郎

長
橋
一
弘

伊
藤
得
三

野
崎
正
志

笹
川
信
子

議員発案
第 ２ 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

※1　議長のため採決に不参加　　※2　除斥
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